
令和６年４月１日より三宅村簡易水道事業が公営企業会計
へ移行したことから、現在、新規の適格請求書発行事業者の
登録申請の手続きを進めております。

適格請求書の記載事項として不足する事項（登録番号）に
つきましては、手続きが完了次第、追って本村ホームページ
等で周知を行いますので、よろしくお願いいたします。

三宅村役場 企業課 水道係

電話：５－０９８９


